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◇ボランティア交流会のご報告◇ 

3 月 1 日（土）に、全都立公園のボランティアの皆さんを対象として「都立公園ボランティア交流会」を

開催しました。 

 当日は、68団体184人のボランティアの皆様にご参加いただきました。

また、各公園でポスターを掲示して呼びかけ、これから新たにボランティア

を始めてみたいと興味をお持ちの方々にもご参加いただきました。 

 交流会は、第Ⅰ部「講演会」、第Ⅱ部「活動報告会」、第Ⅲ部「意見交換会」

の３部で構成されました。 

第Ⅰ部の講演会では、恵泉女学園大学教授であり、NHK「趣味の園芸 

やさいの時間」でもお馴染みの藤田智氏をお迎えし、「園芸から始まる地域

交流」というテーマでご講演いただきました。 

 地域や生活を豊かにする農業・園芸のお話、野菜の意外な魅力についての

お話を中心として、不法投棄の多い土手を、地域の方がシバザクラの苗を植

え、名所に変えた事例などもご紹介いただきました。最後に、「ボランティ

ア一人一人の後姿が、次の世代を育て、地域の未来や環境を、美しく正しい

方向へ導く」と話されたのが印象的でした。 

 そして、第Ⅱ部は、水元公園の『水元公園グリーンプラザ友の会』と、東

綾瀬公園の『公園花畑友の会「碧空」』の２団体に活動を発表していただき

ました。 

 どちらの団体も、花壇管理を主な活動内容とされており、今までの活動で

苦労された点や、四季を通した活動の様子を、明るい笑顔で語ってください

ました。 

 続く第Ⅲ部は、食事をしながらの意見交換会。参加者の皆さんは、活動の

様子や工夫して取組んでいることなど、意見を交わし合いながら談笑してい

らっしゃいました。 

 皆さんにご記入いただいたアンケートの回答の中には、「公園をきれいに

するためにこんなにたくさんの方が努力されていることを知り、とても感動

した」との声もありました。この交流会が活動の場所や活動内容の垣根を越

えた交流の場となれたのなら幸いです。最後になりましたが、交流会で配布 

した協働団体情報シートを作成するための情報を提供してくださった各団

体の皆様、ご協力ありがとうございました。 
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       ＨＰボランティアページをご活用下さい 

http://www.tokyo-park.or.jp/ 

公園協会ＨＰ「公園へ行こう！」トップ 

→「ボランティア」をクリック  または、 

 検索 東京 公園 ボランティア  
 

★ 「TOPICS！」では、ボランティア活動に関する最新の 

情報をご覧頂けます。本誌「縁・JOY 通信」の閲覧・印

刷も可能です。 

 

編集後記 

都内でも例年にない大雪に見舞われるなど厳しかった冬が

ようやく終わり、公園・庭園などで色とりどりの花が咲き、

春の訪れを実感するこのごろです。皆様も、新年度に向けて

気分も新たに活動を始めていただければと思います。 

今年度は、生まれ変わった「縁・JOY 通信」にお付き合いいた

だきありがとうございました。 

来年度も「縁・JOY 通信」をどうぞよろしくお願い致します。

ご意見、ご要望などありましたら、お気軽に都民協働係まで

お寄せ下さい。 

 

                 

◇ボランティアスキルアップ講習のご報告◇ 

●定員制講習（ガイド） 

日時 平成 2６年１月３１日（金） 10～1２時 

ガイドボランティアを対象としたスキルアップ講習を実施しました。 

世田谷区の二子玉川公園にて、公園内にある庭園、帰真園の作庭を監修さ

れた進士五十八氏を講師にお迎えし、講義と見学を行いました。 

まず講義（1 時間）で二子玉川公園のできた経緯、作庭意図等について 

のお話をうかがった後、庭園内をご案内いただきました。 

 

◇実施済みの調査・事業について◇ 

●助成金完了報告書 

今年度助成金を交付された皆様に、2月下旬に事業完了報告書を提出していただきました。現在、都民協働

係にて書類の確認作業を行っています。不備がある場合は、修正をお願いしておりますのでご協力をお願い致

します。 

不備の内容で多いものが①領収書の不備（原本が添付されていない、内訳書と合わないなど）②助成金交付

看板の写真が添付されていない、の 2 点です。看板の写真は、毎年必要ですのでご注意下さい。 

また、来年度も、4月～5 月に助成金の募集を実施する予定です。応募要項等をよくお読みいただき、ご不

明な点がありましたらお気軽に都民協働係までお問合せ下さいますようお願いいたします。 

 

◇ボランティア保険について◇ 

もうすぐ新年度となります。ボランティア保険の有効期間は年度末 3 月 31 日で終了し、4 月 1 日からは

再加入が必要となります。来年度の加入手続きはお済みでしょうか？  

加入手続き方法につきましては、前号でご紹介しておりますので、ぜひご参照下さい。 

進士先生による庭園案内 


